
D V 被 害 へ の 対 応
　養護者から虐待を受けたと思われる高齢者を発見した際、生命又は身体に重大な危険が生じて
いる場合は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下、「高
齢者虐待防止法」と言います。）により、速やかに、市町へ通報する義務があります。
　また、上記以外の場合は、速やかに、市町へ通報するよう努めることとなっています。
　なお、配偶者からの身体的暴力に限っては、ＤＶ防止法でも、配偶者暴力相談支援センターや
警察官への通報が努力義務となっていますので、いずれかの方法により対応をお願いします。
（注）高齢者虐待防止法では、「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のものを言います。

●普及啓発
　DVを防止するには、一人ひとりのDVに対する理解を深める必要があるため、日頃から、地域
の人たちに対してDVの普及啓発を行うことが望まれます。

●情報収集
 DVは、家庭の中で行われることが多いため、周囲から発見されにくい状況にあります。このた
め、被害者が相談しやすい状況を作るため、普段から地域住民とコミュニケーションを図って情
報を収集しておくことが大切です。

●通報等
 配偶者から身体的暴力を受けている人を発見した者（民生委員・児童委員等の福祉関係者を含
む）は、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めることとなっています。
【DV防止法第６条第１項】
　また、医師その他の医療関係者が、配偶者からの暴力によるケガなどを発見したときは、被害
者の意思を尊重のうえ、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報できることとなっていま
す。【DV防止法第６条第２項】

　DVにからむストレスのはけぐちとして、子どもに暴力が及ぶ場合もあります。
　子どもが虐待されている場合やその疑いがある場合は、「児童虐待の防止等に関する法律」に
より、市町や児童相談所に通告する必要があります。

＊ＤＶ防止法における第三者からの通報は、身体的暴力に限られますが、夫婦のプライバシーの保護
に配慮し、被害者の意思を尊重してください。
＊通報した方の秘密は堅く守られます。通報は、守秘義務違反とはなりません。
＊被害者の身に危険が迫っているなど緊急を要する場合は、被害者の同意の有無にかかわらず警察
等に通報してください。
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③関係機関との連携③関係機関との連携
　被害者は様々な問題を抱えており、１つの機関で解決することは困難です。
　支援する側は、DVに関する支援策や関係機関について情報提供を行うほか、適切に関係機関に
引継ぐなど、支援が途切れないよう配慮することも必要です。

●安全確保
　被害者の安全を確保することが重要です。相談を受けた際には、今、安全かどうかを確認する
必要があります。

●二次被害の防止
　被害者の感じている恐怖や不安を理解することが重要です。被害者の心情に配慮し、心ない言
動により被害者が更に傷つくこと（これを「二次被害」と言います。）がないように注意しま
しょう。

　　　【心ない言動の例】
　　「…しなさい」「…するべき」など、被害者の意思を尊重せず、個人の価値観を押し付ける。
　　「あなたにも悪いところがあったのではないか」など、被害者側に落ち度があると責める。
　　「もっと大変な状況に置かれている人がいますよ」などと、他の人と比較する。

●被害者の意思の尊重
　被害者が自分の問題を解決できるような行動を自分自身で決定できるように、被害者の意思を
尊重しながら、支援を行います。

●秘密の保持
　避難先が知られ被害者の安全が脅かされる場合もあるため、相談を受けていることを、加害者
をはじめ他者には決して教えないよう、秘密の保持を徹底してください。

●情報提供
　被害者が関係機関を適切に利用できるように、相談窓口や関係機関の情報提供をお願いします。

高齢者への暴力

子どもへの暴力

関係機関については、５ページをご覧ください。
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